
 

 

 

 

 

 

 
 

私は先代から不動産 1億円と金融資産 1億円相当を相続しました。 

不動産は駐車場として貸付事業をしています。 

先代の相続の時は、何も相続税対策を行っておらず、多額の相続税を納めました。 

「相続が三代続くと財産はなくなる」とは、まさに現実であると実感しました。 

今後、私の相続で私の子供たちに何とか税負担を軽減しつつ、 

次の代に有益な財産を残す方法はありませんか？ 
 
  

相続するなら現金１億円より、不動産がいい 

 

分割のしやすさや納税の事を考えると、財産は現金で残すのがよいと思うかもしれません。 

しかし、税負担を軽くするという点では、財産は不動産で残すのが得策です。 

実は、同じ１億円でも、財産の種類によって相続税の税負担に大きく影響します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

相続税評価のみにとらわれず、 

その後の収支計算が最重要ポイントとなることは言うまでもありません！！ 

 

 

 

 
平成２６年４月 円満な相続・贈与のために 

お問合せ先：税理士法人あおば   資産税担当 税理士 三瀬 義男     

大阪市西区立売堀１丁目１番１号 立売堀一番館４Ｆ 

ＴＥＬ：０１２０－９８５－５５６ ＵＲＬ：www.aoba-atm.com/ 
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固定資産税評価額は建設費の半分程度、 

借家権割合３０％を減額 

土
地 

人に貸しているため貸家建付地として減額、
借地権割合６０％（通常の住宅地）と借家権
割合３０％を掛け合わせた分を減額 

Before 
After 

２億円 １億１７００万円 

現金 
１億円 

駐車場 
１億円 

駐車場地に 

賃貸物件を建設 

評価額の減額は 

約８，３００万円 

土地 ８，２００万円 

相続税評価額 

１億円 
借地権割合×借家権割合 

（１－0.6×0.3） 

建物 ３，５００万円 

固定資産税評価額 

１億円×0.5 
借家権割合 

（１－0.3） 

賃貸物件建築による相続税の対策 


